
3 進級・卒業要件等

（1） 履修方法

【履修方法】（学則第８条）

1

① 教養科目については９単位以上とする。

② 専門教育科目については７５単位以上とする。
 (注：別表（１）は学則に定める教育課程を参照)

【既修得単位の認定】（学則第１１条）

1

2

3 その他既修得単位の認定に関する事項は、別に定める。

(2) 学習の評価及び課程修了の認定

【学習の評価】（学則第１２条）

1 　学則に定める授業科目を履修し、試験に合格した者に所定の単位を与える。
2

3 　定期試験等に関する事項は、別に定める。

【課程修了の認定】（学則第１３条）

1

【卒業】（学則第１４条）

1

【称号の付与】（学則第１４条の２）

1

　第一部幼稚園教諭保育士養成学科にあっては２年以上在学し、前条の規定により課程修了の認定
を受けた者に卒業証書を授与する。

　第１３条及び第１４条の規定により、第一部幼稚園教諭保育士養成学科を修了した者には、専門士
（教育・社会福祉専門課程）の称号を授与する。

　第一部幼稚園教諭保育士養成学科にあっては２年以上在学し、次の各号に規定する科目を別表
(１)により履修しなければならない。

　生徒が大学、短大及び専修学校において履修した科目について修得した単位を、本校の授業科
目を履修したとみなすことができる。

　前項に定める授業科目を履修したとみなす授業時数は、本校の課程修了に必要な総単位数の２分
の１を超えないものとする。

　学習の成果は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階に分け、９０点以上をＳ、８０点以上をＡ、７０点以上をＢ、６０
点以上をＣ、６０点未満をＤとし、Ｃ以上を合格とする。

　課程修了の認定は第８条に規定する履修方法により単位を修得した者について教職員会議の議を
経て校長が行う。
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